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三つのキーワードをあらゆる法分野が共有して
多面的・横断的研究

市民・生活者
（受益者）

企 業
ミッション実現に貢献

配当

ミッションの実現
出資

資本市場



法人

市場 ＜

株式会社は法人と市場の結合体

⇒熟練を要する取り扱い
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過剰なヒト扱い

自己目的化
人間疎外



非西欧国家日本が、成熟市民社会型企業社会
の確立という一種の国家目標を掲げ、西欧
法制の真の理解者・評価者・批判者として
アジアと向き合う

そうした目標に適合的な企業、金融・資本市場法制
のあり方とは
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西欧の本質的理解を踏まえたアジアへの貢献
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国民主権

自由と規律
成
熟
市
民
社
会

日
本

福祉国家

機会の平等

配分の均衡

基本的人権学問の尊重

歴史・文化

都市の魅力

モノ作り

教育水準

環境

生活者・市民の視点



政治・規範から自由な「市民像」

(petit) bourgeoisとしての市民

規範形成的主体的「市民像」

citoyenとしての市民

＊国家への向き合い方

中間団体との距離感

団体否定の法人観・会社観とは
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真の社会科学としての企業法学

企業(法)関係者だけが集まって企業法制を

論ずる時代からの訣別

－学問創造のためにすべての部門が共働

－世界一学問を尊重する企業社会？

基礎法・基礎理論の重視
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企業法 － 市場と一体で現実に運営し

「動かす時代」のノウハウ

＊第一期(法典編纂期)

第二期(戦後改革期)

各国の社会のあり方を多面的に追及

見えない規範に肉薄

制定法が一番偉いと思っている日本人
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日本の近代大学の始めは比較法大学

日本語で形成・消化された西欧的法律学

欧米の驕りも指摘できる唯一の非西欧

ex.法の基本を見失ったサブプライム

とらぬ狸の証券化

Rule-Backed Securities

債権者保護が軽い世界
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法人の人権

－ 自然人と同視

部分社会論

－ 部分集団の国家からの自由

私人間効力

－ 自然人と法人の間は？

憲法と経済秩序
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企業概念なき労働法

労働概念なき会社法

アメリカ型－労働者（市民）は株主

企業買収・事業再編と労働

企業目的観－ミッションの最大実現なら、

労働者はミッション実現組織の正統的成員

＊連合も会社法制、ファンド法制に関心

＊今年の労働法学会も会社法との関係
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概念の吟味

・「個」のための所有の絶対性

所有を振り回さない公共空間

コモンズ、社会的共通資本

小繋事件と村上ファンドの共通性－所有の濫用

・「自由」の概念

人欲の解放としての自由から規範創造的な自由へ
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規範概念としての企業価値

人間社会に貢献する企業価値

株主価値論は

「株主イコール人間」が前提

15



原点の再確認 ─ 所有、自由、デモクラシー

社団 ─ 人間の集まり

普通株式が「普通」

企業再編 ─ 人間関係の再構築？

※ 基本を損なうモノの世界(資本市場)

⇒人間復興の試み(会社法ルネッサンス？)
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・ 各法分野が企業・市場・市民社会を意識し、

支える事による総合力

⇒企業、金融・資本市場法理論の創造へ

・ 各法分野が企業、金融・資本市場法制を強く

意識することによる

⇒各法分野固有理論の創造へ

・ 大学横断的研究(各企画の登録者のみで２４０名)
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・ 公正な価格形成目的による

諸制度趣旨の見直し

経験不足を論理で先取り・克服

・ 国民経済の健全な発展と投資者の保護

証券市場イコール市民社会の視点

・ 会社法理解との一体感

集団投資スキームとしての株式会社
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・ 株式会社法の基礎理論

資本市場、市民社会、他法分野理論の吸収

・ 金商法評価と一体の理論と解釈

・ 会社法 → 株式会社の基本は有限会社

一箇の条文が担う異なる企業実態

⇒ 不可避な、区分立法に代わる区分解釈

・ 証券取引所による資本市場向け会社法創造
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○ 市場・企業・消費者を対象とする民法

⇒ 商的色彩民法学は商取引法？

⇒民法学者は商法学者？

○ 民法「公序」に占める市場と企業

○ 一般社団法人とは会社（company）？

○ 商法総則・商行為法も実は民法？

民商法合体論の可能性
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○ 知財の英文判例データベースは
世界に貢献する早稲田大学の誇り

英文によるアジア７か国（中国，韓国，台湾，インドネシア，タイ，ベトナム，インド）
知財判例データベースの構築と知財保護法制・エンフォースメントに関する研究の推
進、データーベースは既に１６４４件を登載してWebで無料で公開中

－世界からの英文アクセスは早稲田の知財センターが窓口に－
－日本の判例についても知的財産研究所と連携して英文データベース化して運用中
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○ アジア諸国との研究交流

○ 国内外の他機関との研究連携

知財判例データベース構築過程で形成した
各国の学者や実務家との強力なネットワーク
を利用した知的財産エンフォースメントをめ
ぐる実務と法理論の共同研究，共同講演会
などの開催

知的財産紛争処理をめぐる諸問題につき，
北海道大学ＣＯＥ，知的財産高等裁判所，
ワシントン大学ＣＡＳＲＩＰなどとの共同研究
や共同講演会の開催



23

○ 知財判例データベースの世界中の利用者による大シンポジウムを企画

○ 英米法系国と大陸法系国の違いを乗り越えた独自の
知財エンフォースメント法制を構築し、欧米にフィードバック

○ 対象国の大幅拡大－英国、欧州の非英語圏(独，仏，伊など)、
アジアの英語圏(オセアニア，シンガポールなど)を追加



○ 現代日本企業の制度改革

取締役改革・内部統制・会計制度を
実証的に分析

法・会計・企業行動の相互関係の
分析の展開

○ 日本企業システムの変容を
解明 ： Hybrid型と理解

企業統治の実証分析に関する
新たなフロンティアを開拓
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会計システム： 企業活動の変容に対応する

会計・ディスクロージャー制度の分析

• 取得原価主義と公正価値会計の構築

• 非営利法人会計基準枠組みの再検討

• 会社法・金商法制定後における内部統制問題

• 環境関連法と環境経営開示のあり方の分析

知財とイノベ-ションの相互関係分析の開始
知的財産が有効に活用されるような制度や仕組み

（知財の評価、知財の仲介市場）の構築に経営学的接近
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○ 企業統治の経済分析：

早稲田G-COEに独自の企業法・企業統治に関する
データベ-スの構築とその計量分析

・ M&Aのブームの実態と経済的機能を解明
企業価値を創出M&Aは何か

・ 敵対的買収に関する制度設計の基礎作業

○ 20世紀マイクロDBの構築

国際比較分析の一層の進展

法と経済（law and finance)の枠組み
の批判的再検討

企業行動に対する法、制度、信頼の
相互関係の検討
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○ 世論形成の監視者としての批判精神(議論の対立軸の提示)

○ 早稲田大学建学の精神を発揮→学の独立・進取の精神

庶民の目線 真の独立系シンクタンクとしての使命

○ 時事的なシンポジウムの機動的な開催

独立機関による無料シンポの特性を生かす(呉越同舟型)

○ 社会への還元→専門家教育・社会人教育の場を積極的に設定
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○ 金融・資本市場法制のグランドデザイン

○ 公開会社法の構想

○ 英国を範にとった企業買収ルール構想

○ 金融ADR・オンブズマン構想

○ アジア資本市場共通ルールの模索

○ 英国型principleの日本版提案・・・・・・
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○ 中国最高立法機関(全人代常務委員会法制工作委員会）

との協定を通じた中国立法への貢献

会社法、証券法、独禁法、水質汚染法、保険法
次回は地震関係法制

会社法・証券法関係は東証との三者協定

最も成功している日中文化交流の一つ

○ 中国証券監督管理委員会(CSRC)
・東証との三者協定

相互訪問による金融・資本市場法制に関する情報交流
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○ アジア統一民法へ
－日中韓の地道な研究が蓄積

○ 東アジア経済統合プロジェクト

－アジア資本市場協議会との共同研究

○ アジアボンド市場の創設提言

－既にNIRAとの共同研究成果が
英文により公表

－アジア版MTNプログラムの可能性
国際協力銀行委託調査の受入
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○ 日本語による欧米法律学の高度な消化・展開

の認知度を上昇

日本の法状況に関する情報を求める声はきわめて大きい

日本にも欧米並みの法制度・法意識があるかの前提での誤解・批判が
多い

－防衛装備を完備して攻撃に出る欧米のしたたかさ

－金融資本市場の世界は国益を巡る戦争

－批判の論理を持てない日本

－日本の主張を堂々と発信

○ 海外発信の基地を目指す

(「志」を共有する比較法研究所）
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○ 法化社会の震源は

企業、金融・資本市場における規制緩和

→ ルール型、市場型、司法型社会への転換

○ ここに関知しない司法研修所発想の法科大学院

→ 「研修所的」経験と実務が通用しない分野

○ 諸団体との協力が不可欠だが貫徹されるべきは

→ 学問への敬意と一切の権威からの独立性
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○ もっとも法理論創造が必要な時期に後退する若手法学研究者養成

法科大学院重視による研究者養成の衰退は危険水域
→東大・京大も修士課程を廃止

「法科大学院から博士課程」構想は挫折

学問・理論に敬意を持たない実務法曹は
あり得ない…… が、横行？

○ 早稲田のCOEと法学研究科は貴重な
防波堤たる決意

一貫した研究者養成への情熱
学部に法学研究者志望者相談窓口を設置
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大学院
法学研究科

比較法研究所

新しい時代を担う
法学研究者養成

外国法制をその社会の質に
まで降りて本質的に理解

法学部

市民社会を担う法的
センスある人材の供給

グローバルCOE
企業法制と法創造総合研究所

大学院
法務研究科

早稲田の理念を「法の実現」
の場で生かす法曹養成

法分野横断的理論研究
を最先端で担う



日本の喫緊の課題につき、制度の基本構造に遡って歴史的・哲学的に掘

り下げた研究を行い、 それを踏まえてあるべき姿を探求するという、目的を

高く掲げた計画となっている点が評価できる。

２１世紀COEの中間評価

数多くの国際的シンポジウム等の開催、企業犯罪に関する実態調査の実

施、知財判例の英文データベースの構築とウェブ上での公開、 機関誌の発

行等々、旺盛な研究活動が国際的な広がりをもちつつ展開されている。戦

略的な目標を掲げ、社会との連携を図りつつ、 法分野横断的な研究を行っ

てきている点を高く評価することができる。 データベースの構築と公開はとり

わけ波及効果が高いので、利用者の便宜を図る努力を、今後とも一定の資

金を割いて継続されるよう望みたい。
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２１世紀ＣＯＥプログラム「企業社会の変容と法システムの創造」

の教育研究拠点でこれまで挙げてきた実績を更に発展・深化さ

せ、より高次の目標である成熟市民社会の構築と、これと一体

の企業法制の再構築という新しい法律学の創造を目指す計画

であり、優れたプロググラムとして評価できる。

「企業社会の変容と法システムの創造」の教育研究拠点で挙

げてきた質の高い実績及び事業推進担当者の活発な研究活

動から、日本発の企業法制の創造という高次の目標に向けた

研究成果が期待できる。
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最大自由の金融・資本市場と一体の株式会社制度は危険が一杯

外国法を学び続けてきた日本人

世界一の企業価値大国日本

魅力的な社会インフラ

現地語で欧米の学問を吸収し展開し得た非西欧国家
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経験不足は理論と知恵で克服

「後発は最良モデル」を目指す

議論の対立軸を積極的に示す
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